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市消費生活啓発推進員 

市消費生活センター 

うっかり延滞に注意！ 

「延滞」は決してひとごとではありません。奨学金の返済やクレジットカード利用分の引き落

としは、決められた日に銀行口座からの引き落とし等により支払われますが、うっかり口座残

高不足のままにしてしまうと「延滞」となってしまいます。 

ひたちなか市消費生活啓発推進員だより 
 
１面：うっかり延滞２面：消費生活＋ハーモニー展・事故に注意３面：推進員４面：くらしの講座 

１８歳成人 

はじまるよ 

 

 

 

 

延滞を放置するとどうなる？ 

延滞を放置した場合の不利益 

 

 

消費生活センターからのアドバイス 

 

〇奨学金の場合、返還を延滞すると、本人・連帯保証人・保証人に対して、文書と電話による

督促が行なわれます。また、ペナルティとして延滞金が課され、延滞が続くと返還未済金額

と利息、延滞金の一括返済を求められます。一括返済できない場合は、給料や財産が差し押

さえられます。 

〇クレジットカードの場合は、延滞するとカードが使えなくなり、遅延損害金も発生します。 

公共料金や携帯電話代をカード支払いにしている場合、カードを利用停止にすると、それら

の支払いも止まってしまいます。 

 

延滞を放置したり、繰り返したりすると、

個人信用機関に延滞に関する情報が登録され

ます。いわゆる「ブラックリストに載る」状態

です。ブラックリストに載ると、完済から原

則５年間は延滞に関する信用情報が残りま

す。この間クレジットカードが作れないのは

もちろん、住宅ローンなど各種ローンの審査

も通りません。目先の延滞を甘くみていると

不利益が多いことを知っておきましょう。 

 

 

〇奨学金の返済が困難になったら、「奨学金相談センター」に相談しましょう。 

〇クレジットカードをうっかり延滞してしまったら、すぐにクレジット会社に連絡し、指示に従い

再引き落としや振込などで支払手続きをしましょう。 

支払いが難しい場合は、分割で支払うなどの返済計画をクレジット会社に相談しましょう。 

〇トラブルになったり、不安になったときは、自分で抱え込まず、早め早めの相談が大事です。 

消費生活センターまたは、消費者ホットライン１８８まで相談してください。       出典：くらしの豆知識 

 

 

 

 



              

                                     

        

                                    

消費生活＋ハーモニー展を開催しました！ 
令和３年 10 月３０日（土）～１１月１４日

（日）にふぁみりこらぼ内１F こらぼスペース

にてパネル展示を行いました。 

新型コロナウイルスの影響で例年市総合体

育館にて開催している「みんなの消費生活展」

は２年連続で中止になってしまいましたが、代

替イベントとして、消費者団体の活動や消費生

活に関する情報を展示しました。 

たくさんの方に足を運んでいただき、ありが

とうございました。 

本当に怖い！着衣着火 

～毎年約１００人の方が亡くなっています～ 

 

～私のエシカルな生活教えます～ 

市民の皆さんに消費生活について啓発する消費生活啓発推進員は、「見守り研修会」に参加し、

消費生活に関する知識向上に努めています。 

今回、推進員の「エシカル消費」への取組を紹介します。 

 

 

    
料理中のこんろの火や仏壇のろうそくの火が服に燃え移るなどの「着衣着火」が原因で、

毎年約１００人の方が亡くなっています。そのうち８割以上が６５歳以上の高齢者です。 

寒くなる季節は、火を扱う機会が増えることが予想され、空気の乾燥により火災が発生

しやすくなります。 

 

ひとことアドバイス 

 〇火に近づきすぎないようにしましょう。 

 〇「ながら掃除」などはせず、火のそばで作業をするときは一度消火しましょう。 

 〇衣服の表面が毛羽だった素材の服は、わずかな炎が触れただけで火が一気に広がる

「表面フラッシュ」が起こりやすく、注意が必要です。 

 

 

「食品ロス」を「ありがとう」に変えてみませんか？ 

 
 ひたちなか市社会福祉協議会では、「NPO 法人フードバンク茨城」と連携し、「きずな BOX（食

品収集箱）」を設置しています。困っている誰かのため、「食品ロス」を「ありがとう」に変えてみま

せんか？ 

寄付できる食品 

常温保存可能、未開封で賞味期限が

２か月以上残っている食品 

（缶詰、インスタント食品、レトル

ト食品、乾麺など） 

    設置場所 

ひたちなか市総合福祉センター 

那珂湊総合福祉センター 

たまり場ぽぽ 

コープひたちなか店 

ひたちなか市役所 

他にもあるよ！ 

こんな事故に注意！！ 

〇入浴前に脱衣所や浴室を暖めましょ

う。 

〇湯温は４１度以下、湯につかる時間

は１０分までを目安にしましょう。 

 

〇脚立やはしごを使うような高所での

作業を避ける方法はないかもう一度

検討を！ 

〇一人きりの作業はせず、はしごは必

ず大人が補助して支えましょう。 

入浴中の溺水事故を防ぐポイント 転落事故を防ぐポイント 

 

 

消費生活センター 

キャラクター 

 ちゃあくん ▶ 

また来年 

あおうね 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
手前の虫 

から食べよう 

推進員 Sさん 

 
 

推進員 Oさん 

 
これが本当の

「てまえどり」 

いろんなマーク

があるよ 
 

 

推進員 Kさん 

スクレー

パ ー は

100 円シ

ョップで

も買える

よ 

 

エシカル消費とは？ ※SDGs（持続可能な開発目標）のゴール 12「つくる責任・つかう責任」の取組です。 

 地域の活性化や雇用を含めた，人や社会・環境に配慮した消費行動のこと。 

（エシカル消費の例：地産地消・フェアトレード・エコ商品の購入 など） 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                            

              

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

電話： 029-273-0111（内線 3233）  

 

くらしの講座を開催しました 

消費生活センターでは、消費生活に関する知識の提供のため、市民向け講座「くらしの講座」を開催し

ています。今年度は２０２２年１月時点で５回の講座を開催し、延べ８２名の方に参加していただきまし

た。今年度開催した講座情報や感想を一部抜粋して紹介します。 

第３回   警察官から学ぼう 

～詐欺にだまされないためには～ 

第４回  エシカル消費を学ぼう 

～身の回りのエシカル商品を探そう～ 

 

現役警察官を講師に迎え、多様化する詐欺や

悪質商法から身を守る方法を学びました。 

コープ職員を講師に迎え、実際の商品を手に取り、

楽しく学びました。 

・倫理的な消費の大切

さについて学ぶこと

ができた（４０代） 

・出来ることから取り

組んでいこうと思い

ます（７０代） 

           
 

FAX： 029-276-3081 

・詐欺に合わない

ようにするポイ

ントがわかった 

（７０代） 

・具体的な話が聞

けた（６０代） 

           

 

 

 

第５回 おうち時間が好きになる 

～ハーブスプレー＆リースづくり～ 

 

第６回  ネット通販に注意 

～トラブルに巻き込まれない方法～ 

 
ハーブスプレーやリースづくりをとおして、香り

の効能について学びました。 

 

当センターの相談員が講師となり、相談の多い

「インターネット通販」の注意点についてお話し

ました。 

 

 

 

 

・先生が丁寧

に教えてく

れ楽しかっ

た（６０代） 

 

           

・以前フィッ

シング詐欺

にあいそう

になったこ

とがあるの

で、大変参考

になった 

（６０代） 

 

           


